
【警
けい

視
し

庁
ちょう

 企画
き か く

課
か

 Facebook】の 使
つか

い方
かた

の ポリシー（policy） 

 

１ ポリシー（policy）を 作
つく

った 目
も く

的
てき

は、 何
なん

ですか。 

 

警
けい

視
し

庁
ちょう

 企画
き か く

課
か

が どのように Facebook を 使
つか

うか 知
し

らせるために ポリシー

（policy）を 作
つく

りました。 

 

２ 警
けい

視
し

庁
ちょう

 企画
き か く

課
か

の Facebook で 知
し

らせることは、 何
なん

ですか。 

   

日
に

本
ほん

に 住
す

んでいる 外
がい

国
こ く

人
じん

が 安
あん

心
しん

・安
あん

全
ぜん

な 生
せい

活
かつ

が できるように、 いろいろな 

情
じょう

報
ほう

を 知
し

らせます。 特
と く

に、 役
やく

に立
た

つ 情
じょう

報
ほう

、 注
ちゅう

意
い

しなければならないことを  

知
し

らせます。 相
そう

談
だん

や 意
い

見
けん

、 質
しつ

問
もん

などには、 答
こた

えません。 

 

３ 警
けい

視
し

庁
ちょう

 企画
き か く

課
か

は、 どのように Facebook を 使いますか。 

 

(1) どんな 情
じょう

報
ほう

を 知
し

らせますか。 

①日
に

本
ほん

に 住
す

んでいる 外
がい

国
こ く

人
じん

が 安
あん

全
ぜん

な 生
せい

活
かつ

ができるように、 必
ひつ

要
よう

な 情
じょう

報
ほう

を 

知
し

らせます。 

②外
がい

国
こ く

人
じん

を 犯
はん

罪
ざい

（＝法
ほう

律
りつ

で 決
き

まっている 悪
わる

いこと）から 守
まも

るために、 注
ちゅう

意
い

し

なければならないことを 知
し

らせます。 

③警視庁
けいしちょう

 企画
き か く

課長
かちょう

が 認
みと

める、 必要
ひつよう

な 情報
じょうほう

を 知
し

らせます。 

 

(2) 警
けい

視
し

庁
ちょう

 企画
き か く

課
か

の Facebook で できること・することは、 

何
なん

ですか。 

① コメント（comment） 

・コメントを 送
おく

っても、 相
そう

談
だん

や 意
い

見
けん

、 質
しつ

問
もん

などには、 答
こた

えません。 

・ほかの 人の コメントを 見ることは できません。 

②フォロー（follow） 

・政
せい

府
ふ

機
き

関
かん

、 地
ち

方
ほう

公
こ う

共
きょう

団
だん

体
たい

、 都
と

道
どう

府
ふ

県
けん

 警
けい

察
さつ

、 大
たい

使
し

館
かん

などの アカウントの 

フォローを することが あります。 

・ほかの アカウントの フォローは、 しません。 



③シェア（share） 

・政
せい

府
ふ

機
き

関
かん

、 地
ち

方
ほう

公
こ う

共
きょう

団
だん

体
たい

、 都
と

道
どう

府
ふ

県
けん

 警
けい

察
さつ

、 大
たい

使
し

館
かん

などの 投
と う

稿
こ う

（＝

Facebook に 書
か

いたもの）を シェアを することが あります。 

・外
がい

国
こ く

人
じん

を 犯
はん

罪
ざい

から 守
まも

る
る

ための 投
と う

稿
こ う

の シェアを することがあります。  

そして、 注
ちゅう

意
い

しなければならないことを 知
し

らせます。 

・ほかの 投
と う

稿
こ う

の シェアは、 しません。 

 

（3） 警
けい

視
し

庁
ちょう

 企画
き か く

課
か

の Facebook は、 いつ 終わりますか。 

    分
わ

かりません。 

  お知
し

らせを しないで、 警
けい

視
し

庁
ちょう

 企画
き か く

課
か

の Facebook が 終
お

わることが  

あります。 

 

４ 警
けい

視
し

庁
ちょう

 企画
き か く

課
か

の Facebook の 知
ち

的
てき

財
ざい

産
さん

権
けん

（intellectual property rights）

を 教えてください。 

 

（１） 警
けい

視
し

庁
ちょう

 企画
き か く

課
か

の Facebook の 情
じょう

報
ほう

は、 警
けい

視
し

庁
ちょう

 企画
き か く

課
か

や、 正
ただ

しく 情
じょう

報
ほう

を 持
も

っている 人
ひと

などの ものです。 

 

（２） 警
けい

視
し

庁
ちょう

 企画
き か く

課
か

の Facebook の 情
じょう

報
ほう

は、 法
ほう

律
りつ

で 決
き

まっている 「私
し

的
てき

使
し

用
よう

のための複
ふく

製
せい

」や 「引
いん

用
よう

」など 以
い

外
がい

は、 自
じ

由
ゆう

に 使
つか

うことが できません。 

 

（３） 警
けい

視
し

庁
ちょう

 企画
き か く

課
か

 以
い

外
がい

が 正
ただ

しく 情
じょう

報
ほう

を 持
も

っているときは、 正
ただ

しく 情
じょう

報
ほう

を  

持
も

っている 人
ひと

などの 名
な

前
まえ

を 書
か

きます。 警
けい

視
し

庁
ちょう

 企画
き か く

課
か

 以
い

外
がい

の 情
じょう

報
ほう

を  

使
つか

いたいときは、 正
ただ

しく 情
じょう

報
ほう

を 持
も

っている 人
ひと

などに 使
つか

うことが できるか  

どうか、 確
かく

認
にん

してください。 

 

５ 警
けい

視
し

庁
ちょう

 企画
き か く

課
か

の Facebook の 責
せき

任
にん

を 教
おし

えてください。 

 

（１） 警
けい

視
し

庁
ちょう

 企画
き か く

課
か

の Facebook の 情
じょう

報
ほう

が 正
ただ

しいか どうか、 確
かく

認
にん

しています

が、 間
ま

違
ちが

っていても、 責
せき

任
にん

を 取
と

りません。 警
けい

視
し

庁
ちょう

 企画
き か く

課
か

の Facebook の 

情
じょう

報
ほう

を 使
つか

って 問
もん

題
だい

が 起
お

きても、 責
せき

任
にん

を 取
と

りません。 



 

（２） 警
けい

視
し

庁
ちょう

 企画
き か く

課
か

の Facebook に 関
かん

係
けい

が あることで 問
もん

題
だい

が 起
お

きても、  

責
せき

任
にん

を 取
と

りません。 

 

６ 警
けい

視
し

庁
ちょう

 企画
き か く

課
か

 Facebook の 使
つか

い方
かた

の ポリシーは、 変
か

わることが ありますか。 

 

はい。あります。  

お知
し

らせを しないで、 警
けい

視
し

庁
ちょう

 企画
き か く

課
か

 Facebook の 使
つか

い方
かた

の ポリシーが  

変
か

わることが あります。 


